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兵庫県ボランティア・市民活動災害共済保険 

（団体・個人）～ボランティア活動中の事故に備える～   

◆ ボランティア自身がケガをした ⇒ 傷害給付   

 

◆ 第三者の身体または財物に損害を与えた ⇒ 賠償責任給付    

 

◆ ボランティア自身が活動中（往復途上を含む）に①の「傷害給付」 

の対象とならない理由でなくなられた ⇒ 見舞金 

 

■ 掛け金 年間 ５００円  ■ 補償期間 掛け金を受け付けた日の翌日～翌年３/３１ 

手続きは地域福祉支援室 

（ウッディ・フラワー・広

野・藍市民センター）・多世

代交流館でも出来ます！！ 

 

① 無償の活動であること。 

② 活動場所への通常経路による往

復途上を含みます。 

③ ボランティアの学習会・企画運営

会議への参加を含みます。 

 

兵庫県ボランティア活動等行事保険 

（行事主催者・参加者・ボランティアスタッフ） 

～ボランティア団体・ＮＰＯ法人などの主催する行事中の事故に備える～ 

  ◆ 傷害給付   ◆ 賠償責任給付   

 

兵庫県移送サービス交通障害保険 

（ボランティアグループなどの市民活動団体） 

～移送サービス中の保険加入者の交通事故に備える～ 

  ◆ 傷害保険 

＊傷害保険のみであり、賠償責任は補償されません」。 



                    

 

 

   

 

 

 

Ｑ１：１人で複数のグループや団体に所属している場合、それぞれ加入する必要が

ありますか？ 

 Ａ：ひとつのグループまたは団体から加入していれば、加入したグループや団体

以外の活動であっても、すべてのボランティア活動が対象となります。同一

人物が所属する二つ以上のグループ・団体からの加入は必要ありませんが、

主とする活動をおこなっているグループ・団体から加入するようにしてくだ

さい。 

 

Ｑ２：ボランティア活動中あるいは終了後、急に気分が悪くなって倒れ、死亡した

場合は補償の対象となりますか？ 

 Ａ：活動が直接の原因となって起こった事故でなければ傷害給付の対象にはなり

ませんが、見舞金の給付対象となることがありますので、ご連絡ください。 

 

Ｑ３：ボランティア自身が車を運転し、ボランティア活動中に対人事故または対物

事故を起してしまった場合、補償対象となりますか？ 

 Ａ：この保険は自動車による賠償事故には適用できません（自動車保険があるた

め）自動車事故によりボランティア本人(運転している、していないにかかわ

らず)がケガをした場合は傷害給付の対象になります。 

 

Ｑ４：ボランティア災害共済保険に加入しているボランティア同士の事故は給付対

象となりますか？ 

  Ａ：この保険に加入されている方同士の事故については、傷害給付について賠償

責任給付についても対象となります。 

 

Ｑ５：県外でボランティア活動中に事故が発生した場合も、給付の対象になります

か？ 

  Ａ：この保険は日本国内の活動であれば適用されます、ただし、加入手続きをし

た市区町村で事故届、給付の手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、活動中に事故が起きたら！ 

  ボランティア活動センターにある「事故届出および証明書」に記入・提出してください。 

  請求書の案内などその後の手続きは兵庫福祉保険サービスから加入者へ直接行います。 

 

◎保険受付け及び事故受付け、その他お問合せは三田市ボランティア活動センターまで 

                         電話  ５６４－０４１０  ＦＡＸ ５５９－５９４５ 

Ｑ＆Ａ 

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済保険について 

 



                    

 

「上中 健さん・ウクレレ♪」  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

Ⅰｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
さんだボラセンだより   

20１０年  春  号 

活動現場訪問記 

学生時代にギタークラブの活動でステージ度胸をつけるため、

施設へ演奏に行ったのが初めてのボランティア体験だとか。  

そして８年前、「もう一度音楽をしたい！」と始めたのがウクレレ。  

定年を迎えて、「様々な施設で音楽を楽しんでもらえたら」と 

沢山の笑顔を求めてボランティア活動を始められました。 

活動現場を訪問した日は、どんより曇り空で 

したが、そんな天気もどこ吹く風。 

☆ 療育スイミングの水泳支援ボランティア☆ 

日 時 ： 毎週土曜日（第 5除く） 14時 45分～16時 15分   ＊月に 2～3回でも可能です 

場 所 ： 三田市ガラス工芸館 温水プール（三田市香下 1832） 

内 容 ： 障がいのある子どもと入水し、コーチの指導のもと水泳の補助をしてください 

その他 ： 交通費として 500円程度 

主 催 ： ほほえみ会 

 

 

ボランティア募集！ 

 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：畑清美 

この４月にデイサービスより異動で参りました畑です。デイサービ

スセンターでは様々な行事や、日々のレクリエーションなどで、ボ

ランティアさんの力をお借りしてきましたが、今度はまた違った形

でのお付き合いをさせていただくことになりました。職業柄なの

か、声が大きすぎて家族には「ちょっとトーンを抑えて」と言われ

てしまいますが、声を出すこと笑うことが元気の秘訣と思っていま

す。沢山学んで、新たな「笑顔の輪」をつなぐ一人となりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：北文子 所長：小前琢哉 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：吉澤悠美子 

ボランティア仲間同士で → 

歌とウクレレのセッション 

↑ 時間にゆとりが出来たので、 

もっと活動をしていきたいです 


